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２．社会保障カードと保険資格情報の紐付け  

 
２－１．カードの発行主体について 

 
社会保障カードが健康保険証、介護保険証といった複数制度にま
たがる機能を持つことから、これらの制度における調整に関する
こと等を行うとされている厚生労働大臣とする。 

 
２－２．カードの交付主体について 

 
住民基本台帳カード・公的個人認証サービスの発行の仕組み、基
盤、運用の実績を有していること、さらには、国民から見て最も
身近な行政主体であり、一般的に利便性が高いこと等を踏まえ、
市町村とする。 

 
２－３．識別について 

 
公開鍵暗号の仕組みを用いた認証については、認証しうることを
持って識別に替えることも可能であることから、本人識別方法と
して「公開鍵暗号の仕組みを用いた認証を用いる方法｣を用いる
ものとする。 

 
本人識別情報としては、当初、｢案１：制度共通の統一的な番号｣または｢案２：

カードの識別子｣を基本として検討を加えてきた（これまで検討した案としては、

案３：各制度の現在の被保険者番号、案３－２：各制度内で普遍的な番号を創設、

案４：基本４情報を利用、がある）。一方、電子的に利用者の情報にアクセスする

ためには別途オンライン上で認証を行うことになるが、認証については、本人識別

情報を直接認証に用いるよりも、国際技術が確立しており一定のセキュリティを確

保しやすい｢公開鍵暗号の仕組み｣を用いることが安全性において優位であると考

えられる。この公開鍵暗号の仕組みを用いた認証については、認証しうることを持

って識別に替えることも可能であることから、本人識別情報として、｢公開鍵暗号

の仕組みを用いた認証を用いる方法｣（以下、案５とする）を仮定する。 
公開鍵暗号の仕組みを用いた認証を本人識別情報とする場合、番号が重複しない

付番方法として、電子証明書内の情報を組み合わせる方法が考えられるが、本人識

別のための認証処理性能を考慮して方式を検討する必要がある。 

また、案５の場合、電子証明書の発行（カードの更新と同期すれば更新）のたび

に本人識別情報も変更されるが、案２同様、一人の人に紐付けするには、履歴を持

つ必要がある。 
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２－４．発行データベース（以下「発行ＤＢ」）について 

少なくとも下記の項目の情報を保持することとする。 
① 整理番号：内部でのレコード管理用番号 
② 本人識別情報：｢案５：公開鍵暗号の仕組みを用いた認証を用い

る方法｣ 
カードのＩＣチップに電子証明書として、情報閲覧等暗証番号入力を必要とする電

子証明書と暗証番号入力を前提としない医療保険等の資格確認用の電子証明書を収録

する場合には、それぞれの公開鍵の仕組みを用いた認証に関連する情報を保持する必

要がある（３－１－３（P16）参照）。 

③ 保健医療番号：保健医療番号を新設しない場合はこの項目無 
④ 医療保険：保険者番号、被保険者記号番号 
⑤ 介護保険：保険者番号、被保険者番号 
⑥ 年金：基礎年金番号 
⑦ 基本４情報：発行ＤＢは基本４情報（氏名、生年月日、性別、住

所）、中継ＤＢは基本４情報のうち少なくとも氏名、生年月日 
 

２－５．保健医療番号について 

保健医療番号とは、医療・介護分野の共通番号として各個人に紐
付けて発行された番号で、カード券面あるいは別紙に記載するこ
ととする。 

 
この番号をもとに、社会保障カードのＩＣカードとしての機能が使用できない場合

でも、医療・介護機関において現状可能な現場の医療・介護が提供可能であること、

従来制度横断的な事務処理等に労力を要していた部分の効率化やデータ活用の容易化

等が可能であることを実現する。 

保健医療番号のメリットは、発行・交付の時点より、発行後において大きい。例え

ば、医療保険者と介護保険者間の連携事務処理、保険者間での異動変更時の事務処理、

地域医療連携における共通ＩＤとしての利用等である。 
一方、これにより個人情報の名寄せリスクが増大することから、規定する範囲を超

えてのサービスに利用することを禁じる法的措置等の検討が必要である。 

また、保健医療番号は、原則として一人に一番号を紐つけ継続的に使用するもので

あるが、本人が希望する場合には、それまで使用していた番号を連結不可能な別の番

号に変更できるよう制度設計を行う必要がある。 

 
保健医療番号は、券面あるいは別紙への印刷のみで、カード内の
ＩＣチップには収録しないこととする。 

 

カード内のＩＣチップに保健医療番号を持つメリットは、カードリーダーで読み取

れ、種々の利用シーンでの転記ミス防止等が考えられる。また、券面あるいは別紙に

印刷された保健医療番号が判読できない場合でも、中継ＤＢへの問合せ無しで医療機

関等でのローカル処理が可能になることである。 

一方、デメリットとしては、番号変更希望時にカードの券面あるいは別紙の印刷の
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みでなく、カード内のＩＣチップの内容更新に伴う再発行が必要になることである。

また、現行の健康保険証と同じレベルでの可視化された番号のみでないため、本人識

別情報の一部とみなされ、情報の一元的管理・プライバシー侵害に対する不安が生じ

ることである。このような懸念を除くため、カード内のＩＣチップには収録しないこ

とと仮定する。 

 

２－６．社会保障カードと医療保険資格情報との紐付け方法について 

 

社会保障カードの発行・交付時点から役割を果たすためには、カードに収録された

「本人識別情報」と中継ＤＢに収録された保健医療番号、医療・介護制度における被

保険者番号等とが、発行・交付の時点で紐付けられている必要がある。 

この紐付け手続きシーンの主なものとして、 

・既存の被保険者証からカードへの切り替え時の手続き 

・出生時等、初めてカードを交付する手続き 

・カード交付後に、属性変更（氏名、住所、医療保険者等）やカードの再発行に伴

い、中継ＤＢに収録した情報を変更する手続き 

がある。 
 

２－６－１．既存の被保険者証等からの切り替え方法について 
 

市町村から交付対象者にカードの交付案内を送付し、年金手帳、
健康保険証等を市町村に提出して手続きをすることとする。 

 
既存の被保険者証からカードへの切り替え時の手続きフローとしては、交付対象者

が既に何らかの制度(少なくとも健康保険証を有している)を利用しており、発行・交

付時において現状利用している機能が利用できるように中継ＤＢに紐付ける方法を検

討する必要がある。 

この場合考慮すべき選択肢としては、 

① 切り替えの手続き先を医療保険者 

② 切り替えの手続き先を市町村 

の２案が考えられる。 
 
被用者健保の被保険者にあっては、通常、勤務先において被保険者証に関する手続を

していることが多いと思われ、わざわざ市町村に出向くことが、かえって利便性を損な

うとの考え方もあろう。 
しかし、この場合、中継ＤＢへの紐付け情報登録前の段階で、被用者健保の医療保険

者からカード発行を申請してもらう等の新たな事務の流れが発生することも考慮する

と、被用者健保の被保険者も国保の被保険者と同様に、②により手続きをすることが妥

当と考えられる。 
②による場合は、市町村から被用者健保の医療保険者にカードを発行済みであること

と保健医療番号を通知する手順が必要になるが、カード交付時に登録された中継ＤＢを

経由して、被用者健保の医療保険者に通知することが可能である。 


